
日本ペンクラブ言論表現委員会シンポジウム

『忖度』が奪う表現の自由

この 10 年ほど、教育現場も行政も、政府に批判的な言論や表現については自主規制して会場を貸さない、
後援しない、掲載は不許可にするという事態が広がっています。
暴力的な言論弾圧と違って見えにくいために、ある意味ではより深刻な表現規制となっています。こう
いう風潮は今後拡大していく恐れもあります。また、憲法改正の動きのなかで、憲法の表現の自由がど
ういう状況に置かれ、どうなっていくかは大きな問題と言えます。
こういう状況についてどう考え、どう対処すべきか。わずかな抗議にも行政が怯えて言論規制や萎縮に
走ってしまう事態について、事例に即して考え議論したいと思います。
吉岡忍日本ペンクラブ会長と講演中止に追い込まれた経験のある上野千鶴子、香山リカ両氏に、さいた
ま「9 条俳句」訴訟の原告関係者の方々にもご参加いただき、「『忖度』が奪う表現の自由」をテーマに
シンポジウムを開催します。

1月31日（水）18時半～20時半
文京シビックセンター・小ホール

［プログラム］（予定・敬称略）
あいさつ：滝田誠一郎
　　　　　日本ペンクラブ言論表現委員長

パネルディスカッション

『忖度』が奪う表現の自由
コーディネーター
　篠田　博之
　　日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長
パネラー
　吉岡　　忍 （作家・日本ペンクラブ会長）

　上野千鶴子（社会学者・東京大学名誉教授・認定 NPO

法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN）理事長）

　香山　リカ（精神科医・立教大学現代心理学部映像身

体学科教授）

　久保田和志「９条俳句」訴訟原告弁護団事務局長
/ 弁護士

　　※原告女性　会場発言

主　催　一般社団法人日本ペンクラブ
　　　　http://japanpen.or.jp/
日　時　2018 年１月 31 日（水）
　　　　（午後 6 時 15 分開場）
　　　　午後 6 時 40 分開演 ９時終演予定
参加費　1000 円
会　場　文京シビックセンター・小ホール
　　　〒 112-0003 東京都文京区春日 1-16-21

東京メトロ丸ノ内線・南
北線後楽園駅直結
都営地下鉄三田線・大江
戸線春日駅直結
JR 中央・総武線水道橋駅 
徒歩約 10 分

一般社団法人日本ペンクラブ
http://japanpen.or.jp/



1月26日（金）18時半～20時半
桜木公民館講座室（大宮シーノ7F）

3月9日（金）18時半～20時半
浦和コミュニティセンター13集会室

（浦和東口パルコ館10階）

『わたしたちの公民館。これから
～「九条俳句」さいたま地裁
　判決から考える～』

『3月 1日「九条俳句」国賠訴訟
東京高裁第 1回口頭弁論報告』

講師：安藤聡彦さん（埼玉大教授、元さいたま市公民館運営協議会委員長 ）

講師：谷　和明さん（東京外国語大学名誉教授 ）

主　催	 「みんカフェ運営委員会」
連絡先	 安藤 090-4385-7513　vyg01436@nifty.com
	 武内 090-2173-2591　satoru.takeuchi9@gmail.com
	 坂木 080-7944-1712　FAX	048-643-1889

公民館の活用をみんなで

（こうみんかんカフェ）

第1回

第2回

●資料参加費　300円


